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介
護
保
険
制
度
は
、
保
険
者
ご
と
に

３
年
毎
に
事
業
計
画
を
見
直
し
、
保
険

料
も
そ
れ
に
伴
っ
て
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
は
、
第
９
期
介
護
保
険

事
業
計
画（
令
和
６
年
度
か
ら
８
年
度
）

の
初
年
度
に
あ
た
り
、
第
１
号
被
保
険

者
（
65
歳
以
上
の
方
）
の
保
険
料
を
算

定
す
る
際
の
基
準
の
段
階
と
な
る
第
５

段
階
の
保
険
料
（
以
下
、
基
準
額
と
い

う
。）
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

　

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
令
和

３
年
か
ら
５
年
度
）
の
基
準
額
は
４
５

９
６
円
（
年
額
５
万
５
１
０
０
円
）
で

し
た
が
、
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画

で
は
月
額
５
２
０
０
円
（
年
額
６
万
２

３
０
０
円
）
に
決
定
さ
れ
、
６
０
４
円

の
増
額
と
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
大
口
町
で
は
収
入
等
に
応
じ

て
15
段
階
の
介
護
保
険
料
を
設
定
し
て

い
ま
す
。

　

６
月
中
旬
頃
、
65
歳
以
上
の
方
に
「
令
和
６
年
度

納
入
通
知
書
（
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
）」
を
発

送
し
ま
す
。
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
安
心
し

て
充
実
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
保
険

料
の
納
付
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

介護保険
給付費の財源

年額保険料

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に

お
け
る
65
歳
以
上
の
方
の

介
護
保
険
料
基
準
額

　

介
護
保
険
料
の
納
付
は
、
法
令
に
よ
り
特
別
徴

収
（
年
金
か
ら
の
徴
収
）
が
原
則
と
な
っ
て
お
り
、

被
保
険
者
が
納
付
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
条
件
を
満
た
す
方
は
自
動
的
に
特
別
徴

収
が
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
、
特
別
徴
収
へ
の
切
替

に
関
す
る
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

介
護
保
険
料
の
納
付
方
法

　賦課期日となる令和６年４月１日現在の住民登録状況と、令和６年度（令和５年中）の
住民税課税状況、課税年金収入金額、合計所得金額をもとに決定します。

65歳以上（第１号被保険者）のあなたの保険料は…

　

保
険
者
が
認
め
る
特
別
な
事
情
（
収
入
の
減
少

や
生
活
困
窮
、
災
害
な
ど
）
が
な
く
保
険
料
を
滞

納
す
る
と
、
給
付
制
限
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
給
付
制
限
と
は
給
付
額
の
減
額
の
こ
と
で
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
自
己
負
担
額
の

引
上
げ
や
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
支
給

が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
等
の
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
た
保
険
料
は
、
一
括
払
い
が
原

則
で
す
が
、
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付

方
法
の
ご
相
談
等
、
長
寿
ふ
く
し
課
ま
で
申
し
出

く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
は
、
納
期
限
ま
で
に

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

大口町で必要な
介護保険サービスの総費用

65歳以上の方の
負担分 23％

大口町に住む
65歳以上の方の人数× ÷

大口町の令和６年度から８年度の介護保険料の基準額
６万 2,300 円（年額）　　　　5,200 円（月額）＝

令
和
６
年
度
２
月
（
令
和
７
年
２
月
）
に
年
金

か
ら
徴
収
さ
れ
た
金
額
を
、
令
和
７
年
度
４
、

６
月
に
仮
徴
収
と
し
て
年
金
か
ら
徴
収
し
ま
す
。

令
和
７
年
度
の
仮
徴
収
額
は
、
改
め
て
通
知
し

ま
せ
ん
の
で
、「
令
和
６
年
度
納
入
通
知
書
（
介

護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
）」
を
翌
年
ま
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

65
歳
に
な
る
方
ま
た
は
、
大
口
町
へ
転
入
し
た

直
後
は
、
最
短
で
半
年
間
、
口
座
振
替
ま
た
は

納
付
書
に
よ
る
納
付（
普
通
徴
収
）と
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
の
方
で
も
、
所
得
の
更
正
等
に
よ
り

介
護
保
険
料
の
金
額
が
下
が
り
、
普
通
徴
収
に

切
り
替
わ
る
場
合
や
、
介
護
保
険
料
の
金
額
が

上
が
り
、
増
額
分
が
普
通
徴
収
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▽▽▽

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

スタート
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▲

▲
▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

あ
な
た
が
住
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る

い
い
え

▲

同
じ
世
帯
に
住
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る

い
い
え

▲

はい

老
齢
福
祉
年
金　

を
受
給
し
て
い
る

い
い
え

▲

※１

※4

※3

令和５年
合計所得金額

80万円以下

80万円超
120万円以下

120万円以上
210万円未満

420万円以上
620万円未満

210万円以上
320万円未満

320万円以上
420万円未満

620万円以上
820万円未満

1,500万円以上
2,000万円未満

820万円以上
1,000万円未満

1,000万円以上
1,500万円未満

120万円超

80万円以下

80万円超

120万円未満

第1段階   基準額×0.25

※4
第2段階   基準額×0.40 

第4段階   基準額×0.80 

第5段階   基準額×1.00

第6段階   基準額×1.20

第7段階   基準額×1.25

第8段階   基準額×1.50

第9段階   基準額×1.70

第10段階   基準額×1.90

第11段階   基準額×2.00

第12段階   基準額×2.10

第13段階   基準額×2.20

第14段階   基準額×2.30 

第15段階   基準額×2.40

7万4,700円

7万7,800円

 9万3,400円

10万5,900円

11万8,300円

12万4,600円

13万800円

13万7,000円

14万3,200円

14万9,500円

※4
第3段階   基準額×0.685

1万5,500円

2万4,900円

4万9,800円

 6万2,300円

4万2,600円

2,000万円以上

老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれ
た方などが受けている年金です。
課税年金収入金額とは、課税対象となる国民年金・
厚生年金・共済年金などの年金収入額のことです。
障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれま
せん。
合計所得金額とは、収入から必要経費相当額を控
除した額から、さらに「長期譲渡所得や短期譲渡所
得に係る特別控除額」「公的年金等に係る雑所得（第
1段階から第5段階のみ）」を控除した額となりま
す。
低所得者保険料軽減負担措置が適用されています。

※1

※2

※3

※4

問合せ先　長寿ふくし課　☎94-0051

65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

令
和
６
年
度
か
ら
介
護
保
険
料
額
が
変
わ
り
ま
す

令
和
６
年
度
介
護
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
し
た

50%27%

40 ～ 64歳の40～ 64歳の
方の保険料方の保険料

公費公費
（国・県・町）（国・県・町）

65歳以上の65歳以上の
方の保険料方の保険料
65歳以上の
方の保険料
65歳以上の
方の保険料
65歳以上の65歳以上の
方の保険料方の保険料

40～ 64歳の
方の保険料

公費
（国・県・町）

65歳以上の
方の保険料

40～ 64歳の
方の保険料

公費
（国・県・町）23%

65 歳以上の65歳以上の
方の保険料方の保険料
65歳以上の
方の保険料

基準額の算定方法

　

申
し
込
み
は
、
振
替
を
希
望
す
る
金
融
機
関
、

ま
た
は
長
寿
ふ
く
し
課
窓
口
で
お
こ
な
っ
て
く
だ

さ
い
。

普
通
徴
収
の
方
に
は
、
安
心
で
便
利
な

口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す

▽▽▽
引
き
落
と
し
日
は
、
６
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

の
毎
月
の
納
期
限
で
あ
る
各
月
末
日
（
土
日
祝

の
場
合
は
翌
営
業
日
）
で
す
。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
窓
口
で
の
手
続
き
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の　

預
金
通
帳
、
金
融
機

関
へ
の
お
届
け
印
、
納
付
義
務
者
の
わ
か
る
も

の
（
介
護
保
険
納
付
通
知
書
等
）

※2

※3

令
和
５
年
課
税
年
金
収
入
金

額　

+

合
計
所
得
金
額

※2

※3

令
和
５
年
課
税
年
金
収
入
金

額　

+

合
計
所
得
金
額
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介
護
保
険
制
度
は
、
保
険
者
ご
と
に

３
年
毎
に
事
業
計
画
を
見
直
し
、
保
険

料
も
そ
れ
に
伴
っ
て
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
は
、
第
９
期
介
護
保
険

事
業
計
画（
令
和
６
年
度
か
ら
８
年
度
）

の
初
年
度
に
あ
た
り
、
第
１
号
被
保
険

者
（
65
歳
以
上
の
方
）
の
保
険
料
を
算

定
す
る
際
の
基
準
の
段
階
と
な
る
第
５

段
階
の
保
険
料
（
以
下
、
基
準
額
と
い

う
。）
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

　

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
令
和

３
年
か
ら
５
年
度
）
の
基
準
額
は
４
５

９
６
円
（
年
額
５
万
５
１
０
０
円
）
で

し
た
が
、
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画

で
は
月
額
５
２
０
０
円
（
年
額
６
万
２

３
０
０
円
）
に
決
定
さ
れ
、
６
０
４
円

の
増
額
と
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
大
口
町
で
は
収
入
等
に
応
じ

て
15
段
階
の
介
護
保
険
料
を
設
定
し
て

い
ま
す
。

　

６
月
中
旬
頃
、
65
歳
以
上
の
方
に
「
令
和
６
年
度

納
入
通
知
書
（
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
）」
を
発

送
し
ま
す
。
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
安
心
し

て
充
実
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
保
険

料
の
納
付
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

介護保険
給付費の財源

年額保険料

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に

お
け
る
65
歳
以
上
の
方
の

介
護
保
険
料
基
準
額

　

介
護
保
険
料
の
納
付
は
、
法
令
に
よ
り
特
別
徴

収
（
年
金
か
ら
の
徴
収
）
が
原
則
と
な
っ
て
お
り
、

被
保
険
者
が
納
付
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
条
件
を
満
た
す
方
は
自
動
的
に
特
別
徴

収
が
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
、
特
別
徴
収
へ
の
切
替

に
関
す
る
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

介
護
保
険
料
の
納
付
方
法

　賦課期日となる令和６年４月１日現在の住民登録状況と、令和６年度（令和５年中）の
住民税課税状況、課税年金収入金額、合計所得金額をもとに決定します。

65歳以上（第１号被保険者）のあなたの保険料は…

　

保
険
者
が
認
め
る
特
別
な
事
情
（
収
入
の
減
少

や
生
活
困
窮
、
災
害
な
ど
）
が
な
く
保
険
料
を
滞

納
す
る
と
、
給
付
制
限
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
給
付
制
限
と
は
給
付
額
の
減
額
の
こ
と
で
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
自
己
負
担
額
の

引
上
げ
や
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
支
給

が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
等
の
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
た
保
険
料
は
、
一
括
払
い
が
原

則
で
す
が
、
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付

方
法
の
ご
相
談
等
、
長
寿
ふ
く
し
課
ま
で
申
し
出

く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
は
、
納
期
限
ま
で
に

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

大口町で必要な
介護保険サービスの総費用

65歳以上の方の
負担分 23％

大口町に住む
65歳以上の方の人数× ÷

大口町の令和６年度から８年度の介護保険料の基準額
６万 2,300 円（年額）　　　　5,200 円（月額）＝

令
和
６
年
度
２
月
（
令
和
７
年
２
月
）
に
年
金

か
ら
徴
収
さ
れ
た
金
額
を
、
令
和
７
年
度
４
、

６
月
に
仮
徴
収
と
し
て
年
金
か
ら
徴
収
し
ま
す
。

令
和
７
年
度
の
仮
徴
収
額
は
、
改
め
て
通
知
し

ま
せ
ん
の
で
、「
令
和
６
年
度
納
入
通
知
書
（
介

護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
）」
を
翌
年
ま
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

65
歳
に
な
る
方
ま
た
は
、
大
口
町
へ
転
入
し
た

直
後
は
、
最
短
で
半
年
間
、
口
座
振
替
ま
た
は

納
付
書
に
よ
る
納
付（
普
通
徴
収
）と
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
の
方
で
も
、
所
得
の
更
正
等
に
よ
り

介
護
保
険
料
の
金
額
が
下
が
り
、
普
通
徴
収
に

切
り
替
わ
る
場
合
や
、
介
護
保
険
料
の
金
額
が

上
が
り
、
増
額
分
が
普
通
徴
収
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▽▽▽

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

スタート
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な
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住
民
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を
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い
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▲

同
じ
世
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に
住
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る

い
い
え

▲
はい

老
齢
福
祉
年
金　

を
受
給
し
て
い
る

い
い
え

▲

※１

※4

※3

令和５年
合計所得金額

80万円以下

80万円超
120万円以下

120万円以上
210万円未満

420万円以上
620万円未満

210万円以上
320万円未満

320万円以上
420万円未満

620万円以上
820万円未満

1,500万円以上
2,000万円未満

820万円以上
1,000万円未満

1,000万円以上
1,500万円未満

120万円超

80万円以下

80万円超

120万円未満

第1段階   基準額×0.25

※4
第2段階   基準額×0.40 

第4段階   基準額×0.80 

第5段階   基準額×1.00

第6段階   基準額×1.20

第7段階   基準額×1.25

第8段階   基準額×1.50

第9段階   基準額×1.70

第10段階   基準額×1.90

第11段階   基準額×2.00

第12段階   基準額×2.10

第13段階   基準額×2.20

第14段階   基準額×2.30 

第15段階   基準額×2.40

7万4,700円

7万7,800円

 9万3,400円

10万5,900円

11万8,300円

12万4,600円

13万800円

13万7,000円

14万3,200円

14万9,500円

※4
第3段階   基準額×0.685

1万5,500円

2万4,900円

4万9,800円

 6万2,300円

4万2,600円

2,000万円以上

老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれ
た方などが受けている年金です。
課税年金収入金額とは、課税対象となる国民年金・
厚生年金・共済年金などの年金収入額のことです。
障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれま
せん。
合計所得金額とは、収入から必要経費相当額を控
除した額から、さらに「長期譲渡所得や短期譲渡所
得に係る特別控除額」「公的年金等に係る雑所得（第
1段階から第5段階のみ）」を控除した額となりま
す。
低所得者保険料軽減負担措置が適用されています。

※1

※2

※3

※4

問合せ先　長寿ふくし課　☎94-0051

65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

令
和
６
年
度
か
ら
介
護
保
険
料
額
が
変
わ
り
ま
す

令
和
６
年
度
介
護
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
し
た

50%27%

40 ～ 64歳の40～ 64歳の
方の保険料方の保険料

公費公費
（国・県・町）（国・県・町）

65歳以上の65歳以上の
方の保険料方の保険料
65歳以上の
方の保険料
65歳以上の
方の保険料
65歳以上の65歳以上の
方の保険料方の保険料

40～ 64歳の
方の保険料

公費
（国・県・町）

65歳以上の
方の保険料

40～ 64歳の
方の保険料

公費
（国・県・町）23%

65 歳以上の65歳以上の
方の保険料方の保険料
65歳以上の
方の保険料

基準額の算定方法

　

申
し
込
み
は
、
振
替
を
希
望
す
る
金
融
機
関
、

ま
た
は
長
寿
ふ
く
し
課
窓
口
で
お
こ
な
っ
て
く
だ

さ
い
。

普
通
徴
収
の
方
に
は
、
安
心
で
便
利
な

口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す

▽▽▽
引
き
落
と
し
日
は
、
６
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

の
毎
月
の
納
期
限
で
あ
る
各
月
末
日
（
土
日
祝

の
場
合
は
翌
営
業
日
）
で
す
。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
窓
口
で
の
手
続
き
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の　

預
金
通
帳
、
金
融
機

関
へ
の
お
届
け
印
、
納
付
義
務
者
の
わ
か
る
も

の
（
介
護
保
険
納
付
通
知
書
等
）

※2

※3

令
和
５
年
課
税
年
金
収
入
金

額　

+

合
計
所
得
金
額

※2

※3

令
和
５
年
課
税
年
金
収
入
金

額　

+
合
計
所
得
金
額


